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議事の顛末

議 長 会長挨拶

それでは、定数に達しているので、只今より第４回浦臼町農業委員会

総会を開催いたします。直ちに本日の会議を開きます。

日程第１、会期を定めることについてを議題とします。本日の第４回

浦臼町農業委員会の会期は、令和２年１１月２５日、本日１日とするこ

とにご異議ございませんか。

全委員 異議なし。

議 長 異議なしと認めます。よって会期は本日１日限りと決定いたします。

日程第２、会議録署名委員の指名ですが、議長が指名することでご異

議ございませんか。

全委員 異議なし。

、 、 、 、 、 。議 長 それでは ８番 佐藤委員 ９番 髙田委員 よろしくお願いします

日程第３以降につきましては、事務局長より説明します。

局 長 第４回浦臼町農業委員会総会の議事につきまして、日程第３、報告第

１号、買入協議の要請について１件でございます。日程第４、議案第１

号、農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の成立状況の確認

について、４件でございます。日程第５、議案第２号、農地法第３条の

規定による許可申請について、使用貸借５件、賃貸３件、売買２件でご

ざいます。日程第６、議案第３号、農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項の規定による農用地利用集積計画の決定について、１件でございま

す。これらの審議を賜りたいと存じます。以上です。

議 長 以上で説明が終わりました。それでは順次議題に入ります。

日程第３、報告第１号、買入協議の要請についてを議題とします。事務

局の説明を、お願いします。

。 、 、事務局 議案１ページをお開き下さい 報告第１号 買入協議の要請について

農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、下記の者より

買入申し出があったので同法第１６条第１項の規定に基づき買入協議さ

。 、れるよう浦臼町長に要請したので報告する 令和２年１１月２５日提出

浦臼町農業委員会会長 畑山 証。１．土地及び関係人の表示、所在は

「字＊＊＊」地番は「＊＊＊番地＊＊」他＊筆。地目については公簿、

、 「 」 、「 」現況は一覧のとおりで 面積は ＊ が＊＊＊＊＊＊平方メートル ＊

が＊＊＊＊＊平方メートル、合計＊＊＊＊＊＊平方メートルです。申出



人の氏名及び住所は 「浦臼町字＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊、 」

＊」さん。利用調整の経過ですが、買入希望認定農業者の即買入が困難

なためです。予定価格は＊＊＊＊＊＊＊＊＊円で安定対策タイプの申込

みとなります。図面は２ページになります。場所は＊＊地区で、＊＊＊

＊＊＊線沿いの一団地の農地であります。議案１ページの説明は以上で

ございます。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

全委員 ありません。

議 長 それでは、報告第１号、買入協議の要請につきましては、承認するこ

とといたします。

議 長 次に議案３ページ、日程第４、議案第１号、農地法第１８条第６項の

規定による合意解約通知の成立状況の確認についてを議題とします。貸

主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんについてを議題とします。

事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案３ページをお開き下さい。議案第１号、農地法第１８条第６項の規

定による合意解約通知の成立状況の確認について、下記の者から農地法

第１８条第６項の規定に基づき合意解約通知書が提出されており、賃貸

借の解約が成立していると考えられることから、意見を求めます。令和

２年１１月２５日提出、浦臼町農業委員会会長 畑山 証。１．土地及び関係

人の表示、所在は「字＊＊＊＊＊＊＊番地＊」外＊筆。地目については公簿、

現況ともに一覧のとおりで、農地の面積は「＊」が＊＊＊＊＊＊平方メート

ル 「＊」が＊＊＊＊＊平方メートル、合計＊＊＊＊＊＊平方メートルで、

す。貸主は「＊＊＊＊」さん、借主は「＊＊＊＊」さんです。摘要は合意解

約。農業経営基盤強化促進法、＊－賃－＊＊、平成＊＊年＊月＊＊日か

らの賃貸でしたが、令和＊年＊＊月＊＊日に合意解約の通知書が提出さ

れております。図面は４ページになります。場所は鶴沼地区で、町道１

。 、２号線に面する一団地の農地であります 合意解約した農地については

、 。本日の議案に提出しておりますが 農地法第３条による賃貸を行います

議案３ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

全委員 ありません。



議 長 それでは、この件の合意解約については、承認致します。

議 長 次に５ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊＊」さんにつ

いてを議題とします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案５ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字＊

＊＊＊＊＊番地＊」外＊＊筆。地目については公簿、現況ともに一覧のとおり

で、農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「＊＊

＊＊」さん、借主は「＊＊＊＊＊」さんです。摘要は合意解約。農地法第３

条、許可番号＊＊＊＊号、平成＊＊年＊月＊＊日からの賃貸のほか、＊

－賃－＊＊、＊－賃－＊＊、令和＊年＊月＊＊日からの賃貸も含め、令

和＊年＊＊月＊日に合意解約の通知書が提出されております。図面は６

から７ページになります。場所は＊＊地区で、＊＊＊に点在する農地で

す。合意解約した農地については、本日の議案に提出しておりますが、

＊＊＊番地＊＊の一筆の農地を除いて、農地法第３条による賃貸をいま

す。議案５ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

全委員 ありません。

議 長 それでは、この件の合意解約については、承認致します。

議 長 次に８ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊＊」さんにつ

いてを議題とします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案８ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字＊

＊＊＊＊＊＊番地＊」外＊筆。地目については公簿、現況ともに一覧のとおり

で、農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「＊＊

＊＊」さん、借主は「＊＊＊＊＊」さんです。摘要は合意解約。農業経営基

盤強化促進法、＊＊－賃－＊＊、平成＊＊年＊月＊＊日からの賃貸でし

たが、令和＊年＊＊月＊日に合意解約の通知書が提出されております。

図面は９から１０ページになります。場所は＊＊地区で、＊＊＊＊＊＊

線の＊＊に位置する農地であります。合意解約した農地については、本

日の議案に提出しておりますが、農地法第３条による賃貸を行います。

議案８ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします



委 員 ありません。

議 長 それでは、この件の合意解約については、承認致します。

議 長 次に１１ページ、貸主「＊＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんに

ついてを審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案１１ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

＊＊＊＊＊＊番地＊＊」本１筆。地目については公簿、現況ともに一覧のとお

りで、農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「＊＊＊

」 、 「 」 。 。 、＊＊ さん 借主は ＊＊＊＊ さんです 摘要は合意解約 農地法第３条

許可番号第＊＊＊＊号、平成＊＊年＊月＊＊日からの賃貸でしたが、令

和＊年＊＊月＊日に合意解約の通知書が提出されております。図面は１

２ページになります。場所は＊＊＊地区で、＊＊＊＊線の北側に面する

農地であります。合意解約した農地については、本日の議案に提出して

おりますが、農地法第３条による売買を行います。議案１１ページの説

明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件の合意解約については、承認致します。

議 長 次に１３ページ、日程第５、議案第２号、農地法第３条の規定による

許可申請についてを議題とします。貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊

＊＊」さんについて審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案１３ページをお開き下さい。議案第２号、農地法第３条の規定によ

る許可申請について、下記の者から農地法第３条の規定による許可申請書の提

出がありましたので、意見を求めます。令和２年１１月２５日提出 浦臼町農

業委員会会長 畑山 証。１．土地及び関係人の表示、所在は「字＊＊＊＊＊

番地＊」他＊＊筆。地目については公簿、現況は一覧のとおりで、農地の面積

は「＊」が＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートル 「＊」が＊＊＊＊＊＊＊＊平、

方メートル、合計＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦臼町字

＊＊＊＊＊＊番地の＊ 「＊＊＊＊」さん。借主は「浦臼町字＊＊＊＊＊＊番」

地の＊ 「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「経営移譲による所有地の使用貸」

」、 「 、 、 。」借 借受理由は 経営を譲受け 申請地を使用貸借し 農業経営を確立する

で、期間は１０年間です。図面は１４から１８ページになります。場所は＊



＊地区で、農地は＊＊を挟んで、北は＊＊＊＊町との境界から南は＊＊

市街まで、分布しております。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、１

９ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要

件を全て満たしております。議案１３ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件について、許可することで決定致します。

議 長 次に２０ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんにつ

いて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案２０ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

＊＊＊＊＊＊＊＊番地＊＊」他＊＊筆。地目については公簿、現況は一覧のと

おりで、農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦

臼町字＊＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さん。借主は「浦臼町字」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「経営移」

譲による所有地の使用貸借 、借受理由は「経営を譲受け、申請地を使用貸借」

し、農業経営を確立する 」で、期間は10年間です。図面は２１から２３ページ。

になります。場所は＊＊地区で、＊＊を中心に南北に面している一団地の

農地です。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、２４ページに調査書を

添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案２０ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に２５ページ、貸主「＊＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんに

ついて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案２５ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

」 。 、 、＊＊＊＊＊＊番地＊ 他＊＊筆 地目については公簿 現況は一覧のとおりで

農地の面積は「＊」が＊＊＊＊＊＊平方メートル 「＊」が＊＊＊平方メー、

トル、合計＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦臼町字＊＊＊＊＊



」「 」 。 「 」＊＊番地の＊ ＊＊＊＊＊ さん 借主は 浦臼町字＊＊＊＊＊＊番地の＊

「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「経営移譲による所有地の使用貸借 、」

借受理由は「経営を譲受け、申請地を使用貸借し、農業経営を確立する 」で、。

期間は１０年間です。図面は２６から２８ページになります。場所は＊＊地

区で、＊＊＊＊＊線に面している一団地の農地です。農地法第３条第２項

の各号の判断ですが、２９ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に

該当しないため、許可要件を全て満たしております。議案２５ページの説明は

以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に３０ページ、貸主「＊＊＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さん

について、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案３０ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

＊＊＊＊＊＊＊番地＊＊」他＊＊筆。地目については公簿、現況は一覧のとお

りで、農地の面積は「＊」が＊＊＊＊＊＊平方メートル 「＊」が＊＊＊＊＊、

平方メートル、合計＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦臼町字＊

＊＊＊＊＊＊番地の＊ 「＊＊＊＊＊＊」さん。借主は「浦臼町字＊＊＊＊＊」

＊番地の＊ 「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「所有地の使用貸借 、借受理」 」

由は「申請地を使用貸借し、農業経営を確立する 」で、期間は１０年間です。。

図面は３１から３２ページになります。場所は＊＊地区で、＊＊の北側に

面している一団地の農地です。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、３

３ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要

件を全て満たしております。議案３０ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に３４ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんにつ

いて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。



事務局 議案３４ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

＊＊＊＊＊＊番地＊」他＊＊＊筆。地目については公簿、現況は一覧のとおり

で、農地の面積は「＊」が＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートル 「＊」が＊、

＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方メートル、合計＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊平方

メートルです。貸主は「浦臼町字＊＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊＊ 「＊＊＊」

＊」さん。借主は「浦臼町字＊＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊＊ 「＊＊＊＊」」

さんです。貸付理由は「経営移譲による所有地の使用貸借 、借受理由は「経」

営を譲受け、申請地を使用貸借し、農業経営を確立する 」で、期間は１０年。

間です。図面は３５から５２ページになります。農地は、町内のほぼ全域に

分布しております。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、５３ページに

調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満

たしております。議案３４ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に５４ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんにつ

いて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案５４ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

」 。 、 、＊＊＊＊＊＊＊番地＊ 他＊筆 地目については公簿 現況は一覧のとおりで

農地の面積は「＊」が＊＊＊＊＊平方メートル 「＊」が＊＊＊＊＊＊平方、

メートル、合計＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦臼町字＊＊＊

＊＊＊＊＊＊番地の＊＊＊ 「＊＊＊＊」さん。借主は「浦臼町字＊＊＊＊＊」

＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「返還地の再貸付 、」 」

借受理由は「申請地を借り受け、農業経営を確立する 」です。対価は＊＊＊。

＊＊＊＊円で、＊の単価は＊＊＊＊＊円、＊の単価は＊＊＊＊＊円で、

期間は＊年間です。図面は５５ページになります。場所は、議案３ページで

説明した農地ですので、説明は割愛します。農地法第３条第２項の各号の

判断ですが、５６ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しな

いため、許可要件を全て満たしております。議案５４ページの説明は以上であ

ります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。



議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に５７ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんにつ

いて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案５７ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

」 。 、 、＊＊＊＊＊＊番地＊ 他＊＊筆 地目については公簿 現況は一覧のとおりで

農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦臼町字＊

＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さん。借主は「浦臼町字＊＊＊＊」

＊＊＊番地の＊ 「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「返還地の再貸付 、借受」 」

理由は「申請地を借り受け、農業経営を確立する 」です。対価は＊＊＊＊＊。

＊＊円で、＊の単価は＊＊＊＊＊＊円と、＊＊＊＊＊円で、期間は＊年間

です。図面は５８から５９ページになります。場所は、議案５ページで説明

した農地ですので、説明は割愛します。農地法第３条第２項の各号の判断

ですが、６０ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないた

め、許可要件を全て満たしております。議案５７ページの説明は以上でありま

す。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に６１ページ、貸主「＊＊＊＊」さん、借主「＊＊＊＊」さんにつ

いて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案６１ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

」 。 、 、＊＊＊＊＊＊＊番地＊ 他＊筆 地目については公簿 現況は一覧のとおりで

農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊＊平方メートルです。貸主は「浦臼町字＊

＊＊＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さん。借主は「浦臼町字＊＊＊＊＊＊」

＊番地の＊ 「＊＊＊＊」さんです。貸付理由は「返還地の再貸付 、借受理由」 」

は「申請地を借り受け、農業経営を確立する 」対価＊＊＊＊＊＊＊円で、。

＊の単価は＊＊＊＊＊円と、＊＊＊＊＊円で、期間は＊年間です。図面は

６２から６３ページになります。場所は、議案８ページで説明した農地で

すので、説明は割愛します。農地法第３条第２項の各号の判断ですが、６４

ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件

を全て満たしております。議案６１ページの説明は以上であります。



、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に６５ページ、譲渡人「＊＊＊＊＊」さん、譲受人「＊＊＊＊」さ

んについて、審議いたします。事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案６５ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

」 。 、 、＊＊＊＊＊＊番地＊＊ 本＊筆 地目については公簿 現況は一覧のとおりで

農地の面積は「＊」で＊＊＊＊＊平方メートルです。譲渡人は「浦臼町字＊

＊＊＊＊＊番地の＊＊＊ 「＊＊＊＊＊」さん。譲受人は「浦臼町字＊＊＊＊」

＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さんです。譲渡理由は「貸付地の売渡し 、譲受」 」

理由は「譲渡人から買受けし、農業経営を確立する 」対価は＊＊＊＊＊＊円。

で、＊の単価は＊＊＊＊＊＊＊円です。図面は６６ページになります。場

所は、議案１１ページで説明した農地ですので、説明は割愛します。農

地法第３条第２項の各号の判断ですが、６７ページに調査書を添付しておりま

すとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしております。議案６

５ページの説明は以上であります。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 次に６８ページ、譲渡人「＊＊＊＊」さん、譲受人「＊＊＊＊」さん

について、審議いたします。この件については、＊＊委員に関する事項

でありますので、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限

に基づき＊＊委員に一時退席を願います。関係議事終了後に入室着席し

て頂きます。

～～～（＊＊委員退席）～～～

事務局の説明を、お願いします。

事務局 議案６８ページをお開き下さい。１．土地及び関係人の表示、所在は「字

」 。 、 、＊＊＊＊＊＊番地＊＊ 他＊筆 地目については公簿 現況は一覧のとおりで

」 、「 」 、農地の面積は｢＊ が＊＊＊＊＊平方メートル ＊ が＊＊＊平方メートル

合計＊＊＊＊＊平方メートルです。譲渡人は「浦臼町字＊＊＊＊＊＊番地の



＊＊ 「＊＊＊＊」さん、譲受人は「浦臼町字＊＊＊＊＊＊番地の＊＊＊ 「＊」 」

＊＊＊」さんです。譲渡理由は「譲渡人の希望による売り渡し 。譲受理由は」

「経営規模拡大」です。対価は＊＊＊＊＊＊＊円で、単価は「＊」で＊＊＊＊

、「 」 。 。 、＊＊円 ＊ で＊円です 図面は６９ページになります 場所は＊＊地区で

＊＊＊＊＊＊の西側に面する農地です。農地法第３条第２項の各号の判断

ですが、７０ページに調査書を添付しておりますとおり、各号に該当しないた

め、許可要件を全て満たしております。議案６８ページの説明は以上でありま

す。

、 、 、 。議 長 只今 説明のありました件について ご意見 ご質問をお受けします

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定致します。

議 長 ＊＊委員の入室をお願いします。

議 長 次に７１ページ、日程第６、議案第３号、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による、農用地利用集積計画の決定についてを議題

とします。事務局の説明を願います。

事務局 議案７１ページをお開き下さい。議案第３号、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について。浦

臼町長より申請のあった別紙内容による農用地利用集積計画の決定につ

いて審議する。令和２年１１月３０日公告予定。令和２年１１月２５日

提出。浦臼町農業委員会会長 畑山 証。議案７２ページをお開き下さ

い。１．土地及び関係人の表示、＊番号＊、所在は「字＊＊＊」地番は

「＊＊＊番地＊＊」外＊筆。地目については公簿、現況は一覧のとおり

で、農地の面積は「＊」が＊＊＊＊＊＊平方メートル 「＊」が＊＊＊＊、

＊平方メートル、合計＊＊＊＊＊＊平方メートルです。対価は＊＊＊＊

＊＊＊＊＊円。＊の単価は＊＊＊＊＊＊＊円、畑の単価は＊＊＊＊＊＊

円です。対価の端数については、千円未満切り捨てとなります。また、

売買地の内訳はご覧のとおりです。所有権の移転時期は 「令和２年１１、

月３０日 。引渡の時期は 「対価の支払日」です。譲渡人の氏名及び住」 、

所は 「浦臼町字＊＊＊＊＊＊＊＊番地の＊＊ 「＊＊＊＊」さん。譲受、 」

人の氏名及び住所は 「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 「＊＊、 」

＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊」さんです。譲渡、譲受

理由は 「農地保有合理化事業による売買」です。図面は７３ページにな、

ります。場所は＊＊地区で、報告第１号で報告した農地ですので、説明



。 、 、は割愛いたします また ＊＊＊＊＊＊＊は＊＊＊＊＊＊＊＊＊であり

農地保有合理化事業の実施によって利用権の設定等を受ける事になりま

すので、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に適合してなくても良

いこととなっているため調査書は添付しておりません。議案７２ページ

の説明は以上であります。

議 長 この件につきましては 「あっせん」を行っておりますので、あっせん、

委員長から現地調査を含めて報告を願います。

三次委員長 この農地は、１１月８日に現地調査をしております。基盤整備の実績

がありまして、農道、排水、畦をついており、土質も堤防地で地質もよ

く情勢も考慮し、この単価になりました。以上です。

議 長 ありがとうございます。これより、この件についてご意見、ご質問を

お受けします。

委 員 ありません。

議 長 それでは、この件につきましては、許可することで決定致します。

議 長 以上で本日提案されました議案は、全て審議終了しました。

これをもちまして、第４回浦臼町農業委員会総会を閉会致します。


